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民事訴訟法九一条の構造・再考（三）　
 

研
究
ノ
ー
ト民

事
訴
訟
法
九
一
条
の
構
造
・
再
考
（
三
）髙

　
　
原
　
　
知
　
　
明

は
じ
め
に

第
一
章　

民
事
訴
訟
法
九
一
条
沿
革

　

第
一
節　

明
治
民
訴
法
二
二
四
条
─
─
当
事
者
の
承
諾
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
裁
判
長
の
許
可

　

第
二
節　

明
治
三
六
年
草
案

　

第
三
節　

大
正
民
訴
法
一
五
一
条
ま
で
の
道
程

　
　

第
一
款　

出
発
点
─
─
明
治
三
六
年
草
案
二
五
二
条

　
　

第
二
款　

起
案
会
案
─
─
当
事
者
の
意
思
に
関
す
る
文
言
の
脱
落
及
び
考
え
ら
れ
る
理
由

　
　

第
三
款　

起
草
委
員
会
案
─
─
「
裁
判
長
ノ
許
可
」
文
言
の
脱
落
及
び
そ
の
経
緯

　
　

第
四
款　

民
事
訴
訟
法
中
改
正
法
律
（
大
正
一
五
年
法
律
第
六
一
号
）
の
成
立
等

　

第
四
節　

昭
和
二
三
年
法
律
第
一
四
九
号
に
よ
る
大
正
民
訴
法
一
五
一
条
の
改
正
等

　
　

第
一
款　

改
正
の
内
容
─
─
当
時
の
現
行
規
定
、
改
正
案
、
改
正
後
の
溶
け
込
み
規
定

　
　

第
二
款　

立
案
担
当
者
の
説
明

　
　

第
三
款　

改
正
に
至
る
経
緯
・
素
描

　
　

第
四
款　

そ
の
後
の
形
式
的
改
正
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研究ノート

　

第
五
節　

民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
一
〇
九
号
）
に
よ
る
同
法
九
一
条
の
規
定

　

第
六
節　

第
一
章
の
総
括
（
以
上
、
七
一
巻
五
号
）

第
二
章　

論
点
の
整
理
─
─
伝
統
的
見
解
の
構
造
を
踏
ま
え
て

　

第
一
節　

本
章
で
の
検
討
内
容

　

第
二
節　

昭
和
三
〇
年
前
後
に
お
け
る
学
説
の
大
正
民
訴
法
一
五
一
条
の
構
造
理
解
─
─
兼
子
説
と
菊
井
＝
村
松
説

　
　

第
一
款　

兼
子
説
の
構
造

　
　

第
二
款　

菊
井
＝
村
松
説
の
構
造

　

第
三
節　

伝
統
的
見
解
の
問
題
点
等

　
　

第
一
款　

制
度
趣
旨
の
一
元
的
理
解
自
体
の
問
題

　
　

第
二
款　

内
在
的
原
因
に
よ
る
議
論
の
欠
落

　
　

第
三
款　

実
質
的
問
題
─
─
訴
訟
当
事
者
等
の
利
益
の
過
少
保
護
の
お
そ
れ

　
　

第
四
款　

訴
訟
記
録
の
電
子
化
に
伴
う
訴
訟
記
録
閲
覧
権
の
事
実
上
の
縮
減
可
能
性

　
　

第
五
款　

類
型
的
検
討
の
必
要
（
以
上
、
七
二
巻
一
号
）

　

第
四
節　

訴
訟
当
事
者
か
ら
の
閲
覧
請
求
が
あ
っ
た
場
合

　
　

第
一
款　
「
訴
訟
記
録
」
の
意
義

　
　

第
二
款　

改
正
法
九
二
条
の
二
第
一
項
等
に
い
う
「
当
事
者
」
の
意
義

　
　

第
三
款　

電
磁
的
訴
訟
記
録
の
「
閲
覧
」
の
意
義
等

　
　

第
四
款　

改
正
法
九
一
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
九
一
条
五
項
の
解
釈
（
以
上
、
本
号
）

　

第
五
節　

利
害
関
係
の
存
在
を
主
張
す
る
第
三
者
か
ら
の
閲
覧
請
求
が
あ
っ
た
場
合

　

第
六
節　

訴
訟
当
事
者
等
以
外
の
一
般
第
三
者
か
ら
の
閲
覧
請
求
が
あ
っ
た
場
合

第
三
章　

新
た
な
構
造
理
解
に
基
づ
く
訴
訟
記
録
閲
覧
等
制
度
の
提
示
等

む
す
び
に
代
え
て
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民事訴訟法九一条の構造・再考（三）　

第
二
章　

論
点
の
整
理
─
─
伝
統
的
見
解
の
構
造
を
踏
ま
え
て
（
承
前
）

　

第
四
節　

訴
訟
当
事
者
か
ら
の
閲
覧
請
求
が
あ
っ
た
場
合

　

第
二
〇
八
回
国
会
に
提
出
さ
れ
た
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
五
四
号
）
は
、
令
和
四
年
五
月
一
八
日
に
成

立
し
、
同
月
二
五
日
に
令
和
四
年
法
律
第
四
八
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た
（
以
下
こ
の
法
律
を
「
改
正
法
」
と
い
い
、
改
正
後
の
民
事
訴

訟
法
の
改
定
を
「
改
正
法
○
○
条
」
の
よ
う
に
表
記
す
る
。）。
訴
訟
記
録
を
、
後
述
す
る
「
電
磁
的
訴
訟
記
録
」
と
「
非
電
磁
的
訴
訟

記
録
」
と
に
分
け
る
こ
と
を
前
提
に
、
民
事
訴
訟
法
九
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
自
体
は
、「
訴
訟
記
録
」
を
「
非
電
磁
的
訴
訟
記

録
」
と
改
め
る
な
ど
の
形
式
的
な
改
正
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
和
解
条
項
等
に
関
し
て
新
設
さ
れ
た
改
正
法
九
一
条
二
項
後
段
に
つ
い

て
は
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
。）。
電
磁
的
訴
訟
記
録
に
関
し
、
そ
の
閲
覧
等
に
関
す
る
改
正
法
九
一
条
の
二
の
規
定
及
び
訴
訟
に

関
す
る
事
項
の
証
明
に
関
す
る
改
正
法
九
一
条
の
三
の
規
定
を
新
設
す
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
以
下
、
各
規
定
を
掲
げ
る
。

（
電
磁
的
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
）

第
九
十
一
条
の
二　

何
人
も
、
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
磁
的
訴
訟
記
録
（
訴

訟
記
録
中
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同

じ
。）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
次
項
及
び
第
三
項
、
次
条
並
び
に
第
百
九
条
の
三
第
一
項
第
二
号
を
除
き
、
以
下
単
に

「
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。）
に
記
録
さ
れ
た
事
項
（
第
百
三
十
二
条
の
七
及
び
第
百
三
十
三
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
「
フ
ァ

イ
ル
記
録
事
項
」
と
い
う
。）
に
係
る
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
内
容
を
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示

し
た
も
の
の
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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2　

当
事
者
及
び
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
は
、
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
、
電
磁
的
訴
訟
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
に

つ
い
て
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
裁
判
所
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
と
手
続
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
使
用
し
て
そ
の
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
そ
の
他

の
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
る
複
写
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3　

当
事
者
及
び
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
は
、
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

電
磁
的
訴
訟
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
記
載
し
た
書
面
で
あ
っ
て
裁
判
所
書
記
官
が
最
高
裁
判

所
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
書
面
の
内
容
が
電
磁
的
訴
訟
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
証
明

し
た
も
の
を
交
付
し
、
又
は
当
該
事
項
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
裁
判
所
書
記
官
が
最
高
裁

判
所
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
電
磁
的
記
録
の
内
容
が
電
磁
的
訴
訟
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
と
同
一
で
あ
る
こ

と
を
証
明
し
た
も
の
を
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
そ
の
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
そ
の
他
の
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

4　

前
条
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
訴
訟
記
録
に
係
る
閲
覧
及
び
複
写
の
請

求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
（
訴
訟
に
関
す
る
事
項
の
証
明
）

第
九
十
一
条
の
三　

当
事
者
及
び
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
は
、
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
訴
訟
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
で
あ
っ
て
裁
判
所
書
記
官
が
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
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民事訴訟法九一条の構造・再考（三）　

当
該
事
項
を
証
明
し
た
も
の
を
交
付
し
、
又
は
当
該
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
裁
判
所
書
記
官
が
最
高
裁
判
所

規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
事
項
を
証
明
し
た
も
の
を
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
そ

の
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
そ
の
他
の
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
方
法
に

よ
り
提
供
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
節
で
は
、
改
正
法
九
一
条
の
二
の
規
定
及
び
改
正
法
九
一
条
の
三
の
規
定
を
検
討
素
材
と
し
て
論
点
を
整
理
し
て
い
く
こ
と
と
し

た
い
。
そ
の
整
理
結
果
の
ほ
と
ん
ど
は
、
九
一
条
の
解
釈
論
に
も
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
改
正
法
九
一
条
の
二
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
九
一
条
後
段
に
つ
い
て
も
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
。

　

第
一
款　
「
訴
訟
記
録
」
の
意
義

　

改
正
法
が
施
行
さ
れ
る
と
、「
訴
訟
記
録
」
は
「
非
電
磁
的
訴
訟
記
録
」
と
「
電
磁
的
訴
訟
記
録
」
と
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

い
か
な
る
書
面
が
訴
訟
記
録
を
構
成
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
の
施
行
前
後
を
通
じ
て
明
文
の
規
定
は
な
い
こ
と
に
注
意
が
必

要
で
あ
る
。

　

西
村
に
よ
れ
ば
、「
裁
判
所
が
そ
の
事
件
に
お
い
て
作
成
し
た
各
種
の
調
書
（
受
託
裁
判
官
に
よ
る
証
拠
調
手
続
の
調
書
や
証
拠
保

全
手
続
の
調
書
を
含
む
）、
調
書
の
一
部
と
し
て
引
用
し
た
書
面
（〔
大
正
民
訴
法
〕
一
四
五
）、
裁
判
の
原
文
又
は
正
本
、
送
達
吏

〔
現
行
法
下
で
は
執
行
官
〕
の
作
成
し
た
送
達
報
告
書
や
当
事
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
訴
状
そ
の
他
の
申
立
書
、
準
備
書
面
、
書
証
の
写

等
が
訴
訟
記
録
の
一
部
を
構
成
」
し
、「
そ
の
事
件
に
お
い
て
取
寄
せ
ら
れ
た
他
の
事
件
の
記
録
…
…
も
当
該
事
件
の
記
録
と
と
も
に

保
管
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
そ
の
一
部
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
」。「
裁
判
所
か
ら
の
調
査
の
嘱
託
に
応
じ
て
提
出
さ
れ
た
官
公
署
そ
の
他

（阪大法学）72（2-127）　543 〔2022. 7 〕
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の
団
体
の
報
告
書
（〔
大
正
民
訴
法
〕
二
六
二
）」
も
、
記
録
の
一
部
と
な
る
。
そ
の
根
拠
は
、
民
事
訴
訟
法
九
一
条
一
項
、
二
項
と
同

様
に
「
い
わ
ゆ
る
当
事
者
公
開
を
保
障
す
る
趣
旨
」
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
適
切
な
訴
訟
追
行
、
攻
撃
防
御
活
動
を
す
る
た

め
に
は
訴
訟
記
録
を
閲
覧
等
す
る
必
要
」
に
基
づ
く
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
解
釈
に
は
お
お
む
ね
異
論
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
現
行
民
事
訴
訟
法
の
下
で
は
、
当
事
者
が
弁
護
士
を
依
頼
し
た
事
案
で
は
、
期
日
調
書
の
謄
写
請
求
（
九
一
条
三
項
）

に
よ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
自
己
が
裁
判
所
に
提
出
し
た
主
張
書
面
や
書
証
の
写
し
の
内
容
は
当
然
控
え
を
残
し
て
い
る
で
あ

ろ
う
し
、
相
手
方
当
事
者
が
裁
判
所
に
提
出
し
た
主
張
書
面
や
書
証
の
写
し
も
、
当
該
相
手
方
当
事
者
か
ら
直
接
又
は
裁
判
所
の
送
達

を
通
じ
て
受
領
し
、
手
元
に
あ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
訴
訟
記
録
の
電
子
化
後
は
、
紙
媒
体
の
一
件
記
録
を
手
元
に
持
た
ず
、
必
要
に
応
じ
て
裁
判
所
管
理
サ
ー
バ
に
接
続
し

て
、
必
要
な
電
磁
的
訴
訟
記
録
に
係
る
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
と
い
う
、
ク
ラ
ウ
ド
管
理
と
い
う
べ
き
新
た
な
弁
護
士
実
務
が
相
当
程

度
普
及
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
潮
流
の
中
で
は
、
現
行
法
の
実
務
と
は
異
な
り
、
当
事
者
（
と
り
わ
け
訴
訟
代
理
人
弁

護
士
）
に
お
い
て
、
電
磁
的
訴
訟
記
録
の
「
閲
覧
」
が
、
今
後
大
量
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
可
能
性
を
織
り
込
ん
で
お
く
必
要
が
あ

る
。
こ
の
点
は
、
後
記
第
三
款
で
の
論
点
整
理
と
も
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

第
二
款　

改
正
法
九
二
条
の
二
第
一
項
等
に
い
う
「
当
事
者
」
の
意
義

　

民
事
訴
訟
法
上
、「
当
事
者
」
の
意
義
は
場
面
ご
と
に
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
裁

判
官
の
除
斥
事
由
に
関
す
る
民
事
訴
訟
法
二
三
条
一
号
か
ら
三
号
ま
で
及
び
五
号
に
い
う
「
当
事
者
」
は
広
義
に
解
さ
れ
、
補
助
参
加

人
や
訴
訟
担
当
の
場
合
の
利
益
帰
属
主
体
を
も
広
く
含
む
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
き
た
。

　

そ
れ
で
は
、
電
磁
的
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
の
場
面
に
関
す
る
「
当
事
者
」
は
ど
の
範
囲
か
。
通
説
を
前
提
と
す
る
限
り
、
こ
の
よ
う
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民事訴訟法九一条の構造・再考（三）　

な
問
題
も
、
現
行
法
の
下
で
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

民
事
訴
訟
法
九
二
条
が
新
設
さ
れ
た
際
の
議
論
で
は
、
立
案
担
当
者
に
お
い
て
、「
当
事
者
」
に
は
「
従
た
る
当
事
者
で
あ
る
補
助

参
加
人
を
含
む
」
と
し
、
通
常
共
同
訴
訟
に
お
け
る
共
同
訴
訟
人
も
、
証
拠
共
通
の
原
則
と
の
関
係
で
含
め
ざ
る
を
得
な
い
旨
の
発
言

を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
実
務
や
学
説
か
ら
の
明
確
な
応
答
が
な
い
ま
ま
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
又
は
そ
の
制
限
の
場
面
に
お
け
る
「
当
事
者
」
概
念
は
、
閲
覧
等
制
限
決
定
や
秘
匿
決
定
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
、
訴
訟
記
録
の
「
閲
覧
」
等
を
許
す
べ
き
者
の
範
囲
を
画
定
す
る
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
本
来
は
そ
の
範
囲
が
明

確
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
意
識
的
な
議
論
す
ら
ほ
と
ん
ど
さ
れ
な
い
ま
ま
今
日
に
至
っ
て

い
る
状
況
に
あ
る
こ
と
を
、
改
め
て
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
も
っ
と
も
、
筆
者
自
身
も
、
本
稿
執
筆
時
点
で
は
、
問
題
の

所
在
を
指
摘
す
る
こ
と
を
超
え
て
、
試
論
と
し
て
一
定
の
見
解
を
提
示
す
る
こ
と
が
可
能
な
段
階
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
を
告
白
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
点
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
検
討
を
続
け
る
こ
と
と
し
た
い
（
改
正
法
四
五
条
五
項
と
し
て
補
助
参
加
人
を
当

事
者
と
み
な
す
旨
の
規
定
が
加
え
ら
れ
る
な
ど
し
た
こ
と
は
、
議
論
の
整
理
を
難
し
く
し
て
い
る
。）。

　

第
三
款　

電
磁
的
訴
訟
記
録
の
「
閲
覧
」
の
意
義
等

　

改
正
法
九
一
条
の
二
第
一
項
は
、
電
磁
的
訴
訟
記
録
の
「
閲
覧
」
の
請
求
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
非
電
磁
的
訴
訟
記
録
の
「
閲
覧
」

の
意
義
は
、
紙
媒
体
に
記
載
さ
れ
た
内
容
を
閲
読
す
る
と
い
う
国
語
的
意
味
か
ら
離
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
電
磁
的
訴
訟
記
録

の
「
閲
覧
」
の
意
義
は
、
非
電
磁
的
訴
訟
記
録
の
「
閲
覧
」
と
は
お
の
ず
と
異
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

　

す
な
わ
ち
、
電
磁
的
訴
訟
記
録
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
裁
判
所
内
外
の
端
末
で
視
聴
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
裁
判
所
管
理
下

の
サ
ー
バ
に
保
存
さ
れ
た
電
磁
的
訴
訟
記
録
に
係
る
情
報
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
自
己
の
端
末
に
少
な
く
と
も
一
時
的
に
取
得
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し
、
ウ
ェ
ブ
ブ
ラ
ウ
ザ
や
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
を
用
い
て
そ
の
取
得
し
た
情
報
を
フ
ァ
イ
ル
形
式
に
応
じ
て
視
聴
可
能
な
形
に

変
換
す
る
処
理
を
実
行
し
て
、
上
記
端
末
で
視
聴
可
能
な
状
態
に
置
く
、
と
い
う
複
数
の
情
報
処
理
過
程
を
含
ん
で
い
る
。
そ
う
す
る

と
、
現
行
法
に
お
け
る
実
務
下
で
は
当
事
者
で
あ
っ
て
も
許
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
訴
訟
記

録
に
含
ま
れ
る
媒
体
中
の
映
像
情
報
や
音
声
情
報
を
内
容
と
す
る
デ
ー
タ
（
以
下
「
映
像
等
デ
ー
タ
」
と
い
う
。）
の
視
聴
が
、
そ
の

「
複
製
」
を
媒
介
と
せ
ず
に
、
電
磁
的
訴
訟
記
録
の
「
閲
覧
」
の
枠
組
み
の
中
で
可
能
と
な
る
余
地
が
出
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
積
極
的
に
評
価
す
る
考
え
方
、
問
題
視
す
る
考
え
方
の
双
方
が
あ
り
得
よ
う
。
こ
の
点
は
、
利
害
関
係
の
存
在
を
主
張
す
る
第
三

者
か
ら
の
閲
覧
請
求
が
あ
っ
た
場
合
（
第
五
節
）、
訴
訟
当
事
者
等
以
外
の
一
般
第
三
者
か
ら
の
閲
覧
請
求
が
あ
っ
た
場
合
（
第
六

節
）
に
お
い
て
問
題
が
よ
り
顕
在
化
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
節
で
は
問
題
点
の
指
摘
に
と
ど
め
、
各
箇
所
に
お
い
て
必
要
に
応
じ

て
触
れ
る
。

　

第
四
款　

改
正
法
九
一
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法
九
一
条
五
項
の
解
釈

　

改
正
法
九
一
条
の
二
第
四
項
は
、「
前
条
〔
改
正
法
九
一
条
〕
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
電
磁
的
訴
訟
記
録
に
係
る
閲
覧
及
び
複
写
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
民
事
訴
訟
法
九
一
条
五
項
は
、
非

電
磁
的
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
の
請
求
は
「
訴
訟
記
録
の
保
存
又
は
裁
判
所
の
執
務
に
支
障
が
あ
る
と
き
」
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
規
定
し
て
い
た
。
改
正
法
施
行
後
に
お
い
て
も
、
そ
の
実
質
は
変
わ
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
第
二
章
に
お
い
て
、
昭
和
三
〇
年
前
後
に
お
け
る
兼
子
説
と
菊
井
＝
村
松
説
と
の
対
立
の
状
況
を
検
討
し
た
。
現
在
で

は
、
兼
子
『
条
解
』
の
後
継
書
を
含
め
た
注
釈
書
の
レ
ベ
ル
で
も
、
こ
の
議
論
は
一
見
す
る
と
後
説
で
確
定
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
し

か
し
、
第
一
章
で
検
討
し
て
き
た
民
事
訴
訟
法
九
一
条
の
沿
革
論
に
照
ら
す
と
、
伝
統
的
見
解
の
よ
う
な
限
定
解
釈
は
、
理
論
的
に
も
、
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実
践
的
に
も
、
決
し
て
盤
石
な
も
の
と
は
い
い
難
い
。
兼
子
説
は
現
在
で
も
解
釈
論
と
し
て
成
り
立
ち
得
る
と
思
わ
れ
る
し
、
裁
判
所

職
員
総
合
研
修
所
監
修
『
民
事
実
務
講
義
案
〔
五
訂
版
〕』
八
七
頁
の
（
注
二
）
も
、
事
件
担
当
書
記
官
が
申
請
を
拒
絶
で
き
る
場
合

と
し
て
「
貼
用
す
べ
き
印
紙
の
貼
用
が
な
い
場
合
、
利
害
関
係
の
疎
明
を
要
す
る
者
に
つ
い
て
疎
明
が
な
い
場
合
、
事
件
記
録
等
の
保

0

0

0

0

0

0

0

存
又
は
裁
判
所
の
執
務
に
支
障
が
あ
る
場
合

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
事
件
記
録
の
整
理
中
、
判
決
起
案
中
な
ど
）
等0

が
考
え
ら
れ
る
」
と
い
い
（「
等
」
を

含
む
二
箇
所
の
傍
点
は
筆
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。）、
一
定
の
含
み
を
残
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
行
法
下
の
運
用
と
し
て
全
国
各

地
の
裁
判
所
で
実
施
さ
れ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
秘
匿
処
理
は
、
改
正
法
に
お
い
て
、「
第
八
章　

当
事
者
に
対
す
る
住
所
、
氏
名
等
の
秘

匿
」
と
い
う
一
章
を
新
設
し
、
改
正
法
一
三
三
条
か
ら
一
三
三
条
の
四
の
規
定
を
置
く
こ
と
と
し
て
法
的
根
拠
を
明
確
化
す
る
こ
と
を

通
じ
て
、
発
展
的
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
改
正
法
の
要
点
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
改
正
法
第
一
条
に

よ
る
民
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
に
お
け
る
関
係
部
分
の
改
正
文
（
い
わ
ゆ
る
改
め
る
文
）
を
挙
げ
る
。

　

第
百
三
十
四
条
を
第
百
三
十
四
条
の
二
と
し
、
第
百
三
十
三
条
を
第
百
三
十
四
条
と
し
、
第
一
編
第
七
章
の
次
に
次
の
一
章
を

加
え
る
。

　
　
　

第
八
章　

当
事
者
に
対
す
る
住
所
、
氏
名
等
の
秘
匿

　
（
申
立
人
の
住
所
、
氏
名
等
の
秘
匿
）

第
百
三
十
三
条　

申
立
て
等
を
す
る
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
そ
の
通
常
所
在
す
る
場
所
（
以
下
こ
の
項

及
び
次
項
に
お
い
て
「
住
所
等
」
と
い
う
。）
の
全
部
又
は
一
部
が
当
事
者
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
申
立
て
等
を
す

る
者
又
は
当
該
法
定
代
理
人
が
社
会
生
活
を
営
む
の
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
つ
き
疎
明
が
あ
っ
た
場

合
に
は
、
裁
判
所
は
、
申
立
て
に
よ
り
、
決
定
で
、
住
所
等
の
全
部
又
は
一
部
を
秘
匿
す
る
旨
の
裁
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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申
立
て
等
を
す
る
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
の
氏
名
そ
の
他
当
該
者
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
（
次
項
に
お
い
て
「
氏
名

等
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

2　

前
項
の
申
立
て
を
す
る
と
き
は
、
同
項
の
申
立
て
等
を
す
る
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
秘
匿
対

象
者
」
と
い
う
。）
の
住
所
等
又
は
氏
名
等
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
秘
匿
事
項
」
と
い
う
。）
そ
の
他
最
高
裁
判
所
規
則
で

定
め
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3　

第
一
項
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
が
確
定
す
る
ま
で
、
当
該
申
立
て
に
係
る
秘
匿
対
象

者
以
外
の
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
書
面
（
次
条
に
お
い
て
「
秘
匿
事
項
届
出
書
面
」
と
い
う
。）
の
閲
覧
若

し
く
は
謄
写
又
は
そ
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

4　

第
一
項
の
申
立
て
を
却
下
し
た
裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

5　

裁
判
所
は
、
秘
匿
対
象
者
の
住
所
又
は
氏
名
に
つ
い
て
第
一
項
の
決
定
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
秘
匿
決
定
」
と
い

う
。）
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
秘
匿
決
定
に
お
い
て
、
当
該
秘
匿
対
象
者
の
住
所
又
は
氏
名
に
代
わ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
事
項
を
当
該
事
件
並
び
に
そ
の
事
件
に
つ
い
て
の
反
訴
、
参
加
、
強
制
執
行
、
仮

差
押
え
及
び
仮
処
分
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
記
載
し
た
と
き
は
、
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
該
秘
匿
対
象
者
の
住
所
又
は
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　
（
秘
匿
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
閲
覧
等
の
制
限
の
特
則
）

第
百
三
十
三
条
の
二　

秘
匿
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
秘
匿
事
項
届
出
書
面
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ
の
謄
本
若
し
く
は

抄
本
の
交
付
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
当
該
秘
匿
決
定
に
係
る
秘
匿
対
象
者
に
限
る
。

2　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
申
立
て
に
よ
り
、
決
定
で
、
訴
訟
記
録
等
（
訴
訟
記
録
又
は
第
百
三
十
二
条
の
四
第
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一
項
の
処
分
の
申
立
て
に
係
る
事
件
の
記
録
を
い
う
。
第
百
三
十
三
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）
中
秘
匿

事
項
届
出
書
面
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
秘
匿
事
項
又
は
秘
匿
事
項
を
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
が
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録

さ
れ
た
部
分
（
次
項
に
お
い
て
「
秘
匿
事
項
記
載
部
分
」
と
い
う
。）
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
、
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は

抄
本
の
交
付
又
は
そ
の
複
製
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
当
該
秘
匿
決
定
に
係
る
秘
匿
対
象
者
に
限
る
こ
と
が
で
き
る
。

3　

前
項
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
が
確
定
す
る
ま
で
、
当
該
秘
匿
決
定
に
係
る
秘
匿
対
象

者
以
外
の
者
は
、
当
該
秘
匿
事
項
記
載
部
分
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
、
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
又
は
そ
の
複

製
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

4　

第
二
項
の
申
立
て
を
却
下
し
た
裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
送
達
を
す
べ
き
場
所
等
の
調
査
嘱
託
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
閲
覧
等
の
制
限
の
特
則
）

第
百
三
十
三
条
の
三　

裁
判
所
は
、
当
事
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
に
対
し
て
送
達
を
す
る
た
め
、
そ
の
者
の
住
所
、
居
所
そ
の

他
送
達
を
す
べ
き
場
所
に
つ
い
て
の
調
査
を
嘱
託
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
嘱
託
に
係
る
調
査
結
果
の
報
告
が
記
載
さ
れ
た

書
面
が
閲
覧
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
事
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
が
社
会
生
活
を
営
む
の
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
で
、
当
該
書
面
及
び
こ
れ
に
基
づ
い
て
さ
れ
た
送
達
に
関
す
る
第
百

九
条
の
書
面
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
面
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
の
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
者
を
当
該
当
事
者
又
は
当
該
法
定
代
理
人
に
限
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
事
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
を
特
定
す
る
た

め
、
そ
の
者
の
氏
名
そ
の
他
当
該
者
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
に
つ
い
て
の
調
査
を
嘱
託
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
と

す
る
。

　
（
秘
匿
決
定
の
取
消
し
等
）
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第
百
三
十
三
条
の
四　

秘
匿
決
定
、
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
決
定
又
は
前
条
の
決
定
（
次
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
秘

匿
決
定
等
」
と
い
う
。）
に
係
る
者
以
外
の
者
は
、
訴
訟
記
録
等
の
存
す
る
裁
判
所
に
対
し
、
そ
の
要
件
を
欠
く
こ
と
又
は
こ

れ
を
欠
く
に
至
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
決
定
の
取
消
し
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2　

秘
匿
決
定
等
に
係
る
者
以
外
の
当
事
者
は
、
秘
匿
決
定
等
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
自
己
の
攻
撃
又
は
防
御
に
実
質
的
な

不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
訴
訟
記
録
等
の
存
す
る
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
第
百
三
十
三
条
の
二
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
、
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
又
は
そ
の
複
製
の

請
求
が
制
限
さ
れ
る
部
分
に
つ
き
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3　

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
原
因
と
な
る
事
実
に
つ
き
疎
明
が
あ
っ

た
と
き
は
、
こ
れ
を
許
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4　

裁
判
所
は
、
第
一
項
の
取
消
し
又
は
第
二
項
の
許
可
の
裁
判
を
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

秘
匿
決
定
又
は
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
決
定
に
係
る
裁
判
を
す
る
と
き　

当
該
決
定
に
係
る
秘
匿
対
象
者

二　

前
条
の
決
定
に
係
る
裁
判
を
す
る
と
き　

当
該
決
定
に
係
る
当
事
者
又
は
法
定
代
理
人

5　

第
一
項
の
取
消
し
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
第
二
項
の
許
可
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

6　

第
一
項
の
取
消
し
及
び
第
二
項
の
許
可
の
裁
判
は
、
確
定
し
な
け
れ
ば
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

7　

第
二
項
の
許
可
の
裁
判
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
許
可
の
申
立
て
に
係
る
当
事
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
、
訴
訟
代
理
人
若

し
く
は
補
佐
人
は
、
正
当
な
理
由
な
く
、
そ
の
許
可
に
よ
り
得
ら
れ
た
情
報
を
、
当
該
手
続
の
追
行
の
目
的
以
外
の
目
的
の
た
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め
に
利
用
し
、
又
は
秘
匿
決
定
等
に
係
る
者
以
外
の
者
に
開
示
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
の
秘
匿
制
度
の
骨
格
は
、
一
般
第
三
者
と
の
関
係
で
は
、
①
申
立
て
等
を
す
る
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
（
秘
匿
対
象
者
）
の
住

所
等
又
は
氏
名
等
そ
の
他
一
定
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
＝
秘
匿
事
項
届
出
書
面
に
つ
き
、
秘
匿
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
秘
匿
事

項
届
出
書
面
の
閲
覧
等
を
で
き
る
者
を
当
該
秘
匿
決
定
に
係
る
秘
匿
対
象
者
に
限
定
す
る
旨
の
裁
判
を
す
る
（
裁
量
の
余
地
は
な
い
。）。

②
秘
匿
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
訴
訟
記
録
中
に
秘
匿
事
項
又
は
こ
れ
を
推
知
さ
せ
る
事
項
が
記
載
等
さ
れ
た

秘
匿
事
項
記
載
部
分
の
閲
覧
等
を
秘
匿
対
象
者
に
限
定
す
る
旨
の
裁
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
定
の
裁
量
が
あ
る
も
の
と
解
さ
れ

る
。）。
③
秘
密
記
載
部
分
の
閲
覧
等
の
制
限
の
申
立
て
と
同
様
の
暫
定
効
、
申
立
人
の
即
時
抗
告
権
及
び
第
三
者
に
よ
る
秘
匿
決
定
の

取
消
し
の
申
立
権
を
付
与
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
点
に
お
い
て
、
民
事
訴
訟
法
九
二
条
と
重
な
る
部
分
は
あ
る
も
の
の
、

民
事
訴
訟
法
九
一
条
一
項
、
二
項
及
び
五
項
の
特
則

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
訴
訟
の
相
手
方
当
事
者
等
と
の
関
係
で
は
、
④
秘
匿
決

定
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
訴
訟
の
相
手
方
当
事
者
等
で
あ
っ
て
も
、
秘
匿
決
定
等
に
係
る
秘
匿
対
象
者
で
な
い
限
り
は
秘
匿
事
項

記
載
部
分
の
閲
覧
等
を
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
秘
匿
事
項
届
出
書
面
の
閲
覧
等
は
制
限
さ
れ
る
（
裁
量
に
つ
い
て
は
前
記
②
と
同

様
）。
⑤
秘
匿
決
定
等
に
係
る
者
以
外
の
「
当
事
者
」
は
、
第
三
者
と
同
様
に
秘
匿
決
定
の
取
消
し
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
ほ

か
、
秘
匿
決
定
を
前
提
と
し
て
、
訴
訟
記
録
等
の
存
す
る
裁
判
所
の
許
可
を
要
件
と
し
た
秘
匿
事
項
届
出
書
面
や
秘
匿
事
項
記
載
部
分

等
の
閲
覧
等
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
点
に
お
い
て
、
民
事
訴
訟
法
九
一
条
各
項
の
特
則

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
理
解

で
き
る
。

　

筆
者
は
、
第
一
章
に
お
い
て
、
第
三
者
か
ら
の
閲
覧
請
求
が
あ
っ
た
場
合
を
念
頭
に
、「
受
訴
裁
判
所
（
裁
判
長
）
の
実
質
的
な
判

断
を
前
提
と
し
て
、
民
事
訴
訟
法
九
一
条
一
項
を
根
拠
に
、
訴
訟
当
事
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
…
…
保
護
の
た
め
に
裁
判
所
書
記
官
が
第
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三
者
か
ら
の
訴
訟
記
録
閲
覧
請
求
…
…
の
一
部
を
拒
絶
す
る
余
地
が
理
論
的
に
残
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
示
し
た
。
筆
者
の
理
解
す
る

と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
前
記
②
や
⑤
の
新
設
規
定
は
、
明
治
民
訴
法
二
二
四
条
や
大
正
民
訴
法
一
五
一
条
の
系
譜
に
連
な
る
民
事
訴
訟
法

九
一
条
の
沿
革
を
踏
ま
え
た
構
造
理
解
が
、
今
次
の
改
正
法
に
お
い
て
、
ご
く
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
、
実
定
化
さ
れ
た
と
み
る
こ
と

と
な
る
。

　

以
上
の
と
お
り
、
伝
統
的
見
解
に
お
け
る
民
事
訴
訟
法
九
一
条
五
項
の
限
定
解
釈
は
、
現
行
法
の
下
で
も
貫
徹
さ
れ
て
き
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
こ
と
、
改
正
法
に
お
い
て
も
、
裁
判
所
書
記
官
の
申
出
拒
絶
処
分
を
や
や
拡
張
的
に
運
用
し
て
き
た
実
務
を
踏
ま
え
た
条

文
が
新
設
さ
れ
て
い
る
現
状
に
あ
る
こ
と
の
二
点
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
改
正
法
一
三
三
条
の
四
第
二
項
以
下
の
条

文
は
、
訴
訟
記
録
の
当
事
者
公
開
の
場
面
で
あ
っ
て
も
、
一
定
範
囲
で
の
制
約
が
あ
り
得
る
こ
と
を
正
面
か
ら
立
法
的
に
承
認
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

　

訴
訟
当
事
者
の
一
方
か
ら
の
閲
覧
請
求
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
事
者
の
一
方
の
私
生
活
の
平
穏
と
、
当
事
者
公
開
原
則
を
背
景
と
し

た
他
の
当
事
者
の
訴
訟
記
録
へ
ア
ク
セ
ス
す
る
利
益
と
の
衡
量
が
求
め
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。
当
事
者
公
開
の
制
約
自
体
の
可
否
は
今

後
も
お
そ
ら
く
議
論
さ
れ
続
け
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
筆
者
と
し
て
は
、
新
設
さ
れ
た
条
文
に
お
い
て
示
さ
れ
た
要
件
立
て
が
上
記
衡
量

の
基
準
と
し
て
明
確
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
事
者
双
方
の
利
益
が
適
切
に
考
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
議
論
を
積
み

重
ね
て
い
く
こ
と
が
よ
り
重
要
な
こ
と
と
考
え
て
い
る
。

も
っ
と
も
、「
外
観
上
訴
訟
記
録
に
編
綴
さ
れ
そ
の
一
部
を
な
す
が
ご
と
く
見
え
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
留
置
の
必
要
が
な
く
な
れ
ば
所

有
権
者
に
返
還
す
べ
き
も
の
」
は
、
訴
訟
記
録
に
属
し
な
い
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
高
松
高
決
昭
和
五
四
年
四
月
四
日
訟
務
月
報
三
〇
巻
九

号
一
六
八
一
頁
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

（
89
）

（
90
）

（
91
）

（
81
）
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前
掲
注
（
51
）『
条
解
民
事
訴
訟
法
〔
第
2
版
〕』
三
七
九
頁
〔
高
田
裕
成
〕。

ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
『
研
究
会　

新
民
事
訴
訟
法
』（
有
斐
閣
、
平
成
九
年
）
一
〇
〇
頁
〔
柳
田
幸
三
発
言
〕。

前
掲
注
（
83
）
一
〇
一
頁
〔
柳
田
幸
三
発
言
〕。

民
事
訴
訟
法
九
二
条
の
新
設
段
階
で
は
、
本
文
で
紹
介
し
た
も
の
の
ほ
か
、
独
立
当
事
者
参
加
を
申
し
出
た
者
、
会
社
の
従
業
員
、
弁
護

士
事
務
所
の
事
務
員
等
に
つ
い
て
、
当
事
者
と
し
て
の
閲
覧
の
可
否
が
議
論
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

「
フ
ェ
ー
ズ
一
」
に
お
け
るM

icrosoft T
eam
s

を
基
盤
と
し
た
全
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
運
用
を
前
提
と
す
る
と
、
裁
判
所
書
記
官

に
お
い
て
映
像
等
デ
ー
タ
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
積
極
的
に
制
限
し
な
い
限
り
、
映
像
等
デ
ー
タ
を
ク
ラ
ウ
ド
上
で
視
聴
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

民
事
訴
訟
法
一
三
二
条
の
十
及
び
民
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
申
立
て
そ
の
他
の
申
述
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
一

号
）
を
前
提
に
令
和
四
年
五
月
頃
か
ら
運
用
を
開
始
し
、
段
階
的
に
拡
大
し
て
い
く
予
定
と
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
で
は
、「
当
事
者
」
が
裁
判
所

管
理
サ
ー
バ
内
に
保
管
中
の
電
子
デ
ー
タ
（
現
行
法
の
下
で
は
訴
訟
記
録
で
は
な
い
と
整
理
さ
れ
て
い
る
。）
に
保
管
中
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を

「
閲
覧
」
し
、
又
は
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
橋
爪
信
ほ
か
「
民
事
裁
判
書
類
電
子
提
出
シ
ス
テ
ム
（m

ints

）
の
運
用

開
始
に
つ
い
て
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
二
一
二
号
（
令
和
四
年
）
四
頁
。

民
事
訴
訟
法
九
二
条
に
基
づ
く
閲
覧
等
制
限
決
定
の
仕
組
み
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、「
秘
匿
決
定
（
等
）」
に
よ
り
、
申
立
権
者
を
「
当

事
者
」
に
限
る
旨
の
裁
判
に
裁
判
所
書
記
官
が
拘
束
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、「
当
事
者
」
以
外
の
第
三
者
に
よ
る
訴
訟
記
録
（
非
電
磁
的
訴
訟

記
録
、
電
磁
的
訴
訟
記
録
の
双
方
）
閲
覧
の
申
立
て
は
、
申
立
適
格
を
欠
く
不
適
法
な
も
の
と
し
て
却
下
処
分
を
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う

整
理
が
考
え
ら
れ
る
。
閲
覧
等
制
限
決
定
の
効
力
は
事
柄
の
性
質
上
一
般
第
三
者
に
効
力
が
及
ぶ
と
い
う
理
論
的
整
理
も
不
可
能
で
は
な
い
よ

う
に
見
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
整
理
に
今
ま
で
接
し
た
こ
と
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
秘
匿
決
定
が
さ
れ
た
事
案
に
お
け
る
訴
訟
記
録
の
閲

覧
申
出
に
対
し
て
裁
判
所
書
記
官
が
ど
の
よ
う
な
処
分
を
す
べ
き
か
の
解
答
に
当
た
っ
て
は
、「
当
事
者
」
と
は
誰
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る

一
定
の
解
答
を
用
意
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
こ
と
は
、
改
め
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

古
川
禎
久
法
務
大
臣
は
、
令
和
四
年
三
月
二
三
日
の
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
、
法
案
の
提
案
理
由
説
明
に
お
け
る
要
点
第
一
点
の

中
で
、「
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
一
層
の
保
護
を
図
る
観
点
か
ら
、
民
事
訴
訟
手
続
等
に
お
い
て
、
当
事
者
等
と
な
っ
た
犯
罪
被
害
者

等
の
住
所
や
氏
名
を
相
手
方
当
事
者
に
秘
匿
す
る
制
度
を
設
け
る
こ
と
と
し
」
た
旨
言
及
し
て
い
る
。

令
和
四
年
三
月
二
五
日
に
実
施
さ
れ
た
第
二
〇
八
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
で
の
参
考
人
質
疑
に
お
い
て
、
法
制
審
議
会
民
事
訴
訟
法

（
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）

（
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）

（
84
）

（
85
）

（
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）

（
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）

（
88
）

（
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）
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（
Ｉ
Ｔ
化
関
係
）
部
会
の
部
会
長
を
務
め
た
山
本
和
彦
教
授
は
、
参
考
人
と
し
て
、
次
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
。「
近
時
の
民
事
訴
訟
に
求
め

ら
れ
る
ニ
ー
ズ
と
し
て
は
、
当
事
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
個
人
情
報
に
対
す
る
意
識
の
高
ま
り
を
反
映
し
て
、
秘
密
保
護
の
充
実
と
い
う
点
も

求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
」。「
こ
れ
に
応
え
る
も
の
と
し
て
、
今
回
、
当
事
者
の
住
所
、
氏
名
等
の
秘
匿
制
度
が
導
入
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
や
性
犯
罪
の
被
害
者
等
が
相
手
方
当
事
者
に
自
己
の
住
所
や
氏
名
を
知
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
生
活
を
営
む
の
に
著
し

い
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
よ
う
な
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
秘
匿
し
な
が
ら
訴
訟
を
追
行
す
る
道
を
開
く
こ
と
で
こ
の
よ
う
な
ニ
ー

ズ
に
応
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
」。「
た
だ
、
他
方
で
、
こ
の
よ
う
な
手
続
は
相
手
方
の
手
続
保
障
等
の
バ
ラ
ン
ス
に
は
慎
重
な
配
慮
を
要
す
る

た
め
、
か
な
り
複
雑
、
精
緻
な
手
続
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
」。
第
二
〇
八
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
事
録
第
七
号
二
頁
。
参
考
人
質
疑

に
お
け
る
第
三
者
閲
覧
と
の
関
係
で
の
山
本
和
彦
教
授
の
発
言
等
は
、
関
連
す
る
箇
所
で
別
途
紹
介
す
る
。

本
文
の
論
述
は
、
訴
訟
当
事
者
の
一
方
と
他
の
一
方
と
の
間
で
の
利
益
衡
量
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
各
訴
訟
当
事

者
の
利
益
の
把
握
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
本
文
記
載
以
外
の
理
解
を
否
定
す
る
趣
旨
を
含
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
申
立
人
側
に
つ
い

て
、
本
文
と
は
異
な
り
、
訴
訟
制
度
を
利
用
す
る
障
害
を
で
き
る
限
り
除
去
す
る
と
い
う
司
法
政
策
的
側
面
に
焦
点
を
当
て
る
説
明
も
あ
り
得

る
。
相
手
方
当
事
者
に
つ
い
て
、
本
文
と
は
異
な
り
、
よ
り
個
人
的
法
益
に
還
元
し
た
説
明
も
あ
り
得
る
。
対
抗
利
益
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
認
識
す
る
か
は
、
具
体
的
衡
量
の
在
り
方
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
難
し
い
問
題
で
あ
る
。

筆
者
と
し
て
は
、
改
正
法
一
三
三
条
の
四
の
第
二
項
以
下
の
条
文
の
要
件
は
、
多
義
的
で
、
し
ば
し
ば
結
論
と
は
直
接
結
び
つ
か
な
い

「
秘
密
」
性
を
鍵
概
念
と
す
る
民
事
訴
訟
法
九
二
条
一
項
一
号
の
要
件
よ
り
は
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
拙
稿

「
民
事
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
制
限
決
定
の
理
論
と
実
務
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
四
九
七
号
掲
載
予
定
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
の
で
、
併
せ
て
参
照

さ
れ
た
い
。
前
掲
注
（
89
）
で
紹
介
し
た
山
本
和
彦
教
授
の
発
言
も
、
被
害
者
等
の
住
所
や
氏
名
を
「
秘
密
」
の
一
類
型
と
は
捉
え
て
い
な
い

よ
う
に
も
読
め
る
。

（
90
）

（
91
）
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